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北
方
領
土
に
お
け
る
我
が
国
経
済
の
浸
透
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
五
月
十
六
日
付
北
海
道
新
聞
夕
刊
十
面
に
、
「
ビ
ザ
な
し
訪
問
団

道
の
経
済
、
環
境
担
当
者
ら
に
聞
く

日
本
製
品
劣
勢
に
焦
り
」
と
の
見
出
し
で
、

「
北
方
領
土
ビ
ザ
な
し
交
流
で
九
日
か
ら
十
四
日
ま
で
国
後
、
択
捉
両
島
を
訪
れ
た
本
年
度
最
初
の
日
本
側
訪
問
団
に
、

道
は
、
北
方
領
土
問
題
を
担
当
す
る
総
務
部
の
北
方
領
土
対
策
本
部
以
外
に
、
初
め
て
経
済
、
建
設
、
環
境
な
ど
の
分
野
の

担
当
者
を
派
遣
メ
ン
バ
ー
に
加
え
た
。
こ
れ
ま
で
十
五
年
間
の
訪
問
で
、
一
定
の
積
み
重
ね
も
で
き
た
こ
と
か
ら
、
交
流
の

『
幅
』
を
拡
大
さ
せ
よ
う
と
の
狙
い
か
ら
だ
。

道
経
済
部
商
業
交
流
課
の
上
野
一
成
主
幹
は
国
後
、
択
捉
両
島
内
の
商
店
で
日
本
製
品
を
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
か
っ
た
。

『
正
直
、
焦
り
を
感
じ
ま
し
た
』
。
食
料
品
店
の
棚
に
は
ロ
シ
ア
語
の
文
字
が
踊
る
ジ
ュ
ー
ス
や
酒
類
、
缶
詰
、
調
味
料
な

ど
の
商
品
が
並
び
、
韓
国
製
品
も
交
じ
る
。
衣
料
雑
貨
店
は
中
国
の
独
壇
場
だ
。
靴
や
衣
料
の
大
半
が
漢
字
の
タ
グ
を
下
げ

た
中
国
製
品
だ
っ
た
。

日
本
政
府
は
、
北
方
領
土
と
の
経
済
交
流
は
投
資
、
納
税
な
ど
を
通
じ
て
ロ
シ
ア
の
法
律
の
適
用
を
受
け
る
た
め
、
ロ
シ

ア
に
よ
る
統
治
を
追
認
す
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
の
観
点
か
ら
『
自
粛
体
制
』
を
敷
い
て
き
た
。

一



四
島
で
は
、
漁
船
員
が
根
室
寄
港
時
に
手
荷
物
と
し
て
日
本
製
品
を
持
ち
帰
る
ケ
ー
ス
を
除
け
ば
、
現
在
、
船
で
二－

三

日
か
か
る
サ
ハ
リ
ン
か
ら
日
用
品
を
調
達
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
輸
送
コ
ス
ト
が
物
価
を
押
し
上
げ
て
い
る
と
さ
れ
、
小

売
店
で
は
冷
凍
豚
肉
一
キ
ロ
が
百
八
十
ル
ー
ブ
ル
（
約
七
百
二
十
円
）
、
板
チ
ョ
コ
一
枚
が
三
十
五
ル
ー
ブ
ル
（
約
百
四
十

円
）
と
日
本
並
み
か
、
そ
れ
以
上
だ
。

『
（
日
本
の
法
律
が
適
用
さ
れ
な
い
な
ど
の
）
リ
ス
ク
を
取
っ
て
で
も
何
か
や
り
た
い
と
い
う
企
業
が
あ
れ
ば
、
や
れ
る

方
策
を
考
え
出
す
必
要
が
あ
る
』
と
話
す
。
」

と
い
う
記
事
（
以
下
、
「
道
新
記
事
」
と
い
う
。
）
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
を
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
。

二

「
道
新
記
事
」
に
あ
る
よ
う
に
、
国
後
、
択
捉
両
島
内
の
商
店
で
は
日
本
製
品
が
ほ
と
ん
ど
見
か
け
ら
れ
ず
、
食
料
品
店

の
棚
に
は
ロ
シ
ア
語
の
文
字
が
踊
る
商
品
の
他
に
韓
国
製
品
が
交
じ
り
、
衣
料
雑
貨
店
に
つ
い
て
は
中
国
製
品
の
独
壇
場
で

あ
る
と
い
う
事
実
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

三

「
道
新
記
事
」
に
あ
る
、
上
野
一
成
道
経
済
部
商
業
交
流
課
主
幹
の
「
（
日
本
の
法
律
が
適
用
さ
れ
な
い
な
ど
の
）
リ
ス

ク
を
取
っ
て
で
も
何
か
や
り
た
い
と
い
う
企
業
が
あ
れ
ば
、
や
れ
る
方
策
を
考
え
出
す
必
要
が
あ
る
」
と
の
発
言
に
あ
る
よ

う
に
、
日
本
の
法
律
が
適
用
さ
れ
な
い
な
ど
の
リ
ス
ク
を
取
っ
て
で
も
北
方
領
土
へ
の
投
資
を
行
い
た
い
と
い
う
企
業
が
あ

二



れ
ば
、
投
資
を
行
え
る
方
策
を
考
え
出
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

四

「
道
新
記
事
」
に
あ
る
よ
う
に
、
北
方
領
土
に
お
い
て
日
本
製
品
が
ほ
と
ん
ど
流
通
せ
ず
、
代
わ
り
に
韓
国
や
中
国
の
製

品
が
北
方
領
土
に
お
い
て
浸
透
し
て
い
る
状
況
は
、
我
が
国
が
目
指
す
形
で
の
北
方
領
土
問
題
の
解
決
に
資
す
る
と
考
え
る

か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

五

現
在
ロ
シ
ア
政
府
が
進
め
て
い
る
「
ク
リ
ー
ル
経
済
社
会
発
展
計
画
」
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
そ
の
具
体
的
内
容
を
承
知

し
て
い
る
か
。

六

「
ク
リ
ー
ル
経
済
社
会
発
展
計
画
」
は
、
我
が
国
が
北
方
領
土
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
支
援
事
業
と
の
関
係
で
何
ら
か
の

支
障
を
来
す
も
の
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


